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情報の収集・伝達通信系統図 
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○情報伝達媒体

種類 保管場所 連絡先 備考

ＮＴＴ 電話 すべて

メール すべて

インターネット すべて

同時通報用無線 市民 すべて

ＮＴＴ ＦＡＸ すべて

衛星携帯電話 本部室 すべて
NTT回線が使用不可でも使用
可

県防災行政無線電話 本部室・危機管理課事務室
国・県・全国市町
村

県とのホットライン
衛星回線・地上回線

県防災行政無線ＦＡＸ 危機管理課事務室
国・県・全国市町
村

衛星回線・地上回線

市防災行政無線(移動系)
災害対策無線室・危機管理
課事務室

市・防災関係機関

ＩＰ無線
災害対策無線室・危機管理
課事務室

防災関係機関

簡易無線
災害対策無線室・危機管理
課事務室

市・防災関係機関
・自主防災組織

Ｗｉ-Ｆｉ（デジタル戦略
課貸与）

同報無線室 すべて
ＮＴＴ回線が利用できないとき
でもインターネットが使用可

○伝達手段・ソフト

種類 備考

ふじのくに防災情報提供シ
ステム（FUJISAN）

災害時情報共有システム（Lア
ラート）と連携

災害時情報共有システム
（Lアラート）

一斉に配信するシステム

同時通報用無線 J-ALERTと連携

エフエムみしま・かんなみ

ケーブルテレビ

市民メール（みしまるホッ
とメール）

緊急速報メール
・ふじのくに防災情報提供シス
テム（FUJISAN）から配信
・各キャリアから配信

静岡県総合防災アプリ「静
岡県防災」

静岡県で運用するスマートフォ
ン向けアプリ

ホームページ

X（旧ツイッター）

フェイスブック

LINE

市民

市民

市民

市民

市民

市民

国・県・報道機関・ライフライン事業者・公
共交通事業者

市民

市民

情報伝達媒体一覧表

伝達対象者

県

市民

市民
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三島市防災行政無線等管理規程 

 

平成 14 年 7月 1 日制定 

（趣旨） 

第 1条 この規程は、三島市（以下「市」という。）の防災行政の責務を遂行するため、同報系防

災行政無線（基地局、屋外受信局）、移動系防災行政無線（基地局、陸上移動局）、ＩＰ無線及

び簡易無線の適正な運用について必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第 2条 この規程に基づく用語の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 

(1) 防災行政無線とは、防災行政に関する無線設備をいう。 

(2) 無線局とは、電波による情報伝達を目的とする防災行政無線設備及びＩＰ無線設備並びに

その操作を行う者の総体をいう。 

(3) 基地局とは、市役所に開設した固定局（送受信機と指令卓）をいう。 

(4) 屋外受信局とは、市内各所に設置され受信部、電源部、拡声スピーカーで構成される無線  

設備をいう。 

(5) 陸上移動局とは、車載又は、携帯する無線機をいう。 

(6)ＩＰ無線とは、携帯電話網等のデータ通信機能を利用したプレストーク（PTT）方式の移動

体通信をいう。 

(7) 簡易無線とは、150MHz 帯、400MHz 帯を利用する無線通信をいう。 

（管理部課） 

第 3条 無線局の統括管理は、企画戦略部危機管理課があたるものとする。 

（無線局の無線管理者） 

第 4条 無線局に無線管理者を置く。 

2 無線管理者は、無線局の運用に関する業務を統括し、通信取扱責任者を指揮する。 

3 無線管理者は、危機管理監をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 

第 5条 無線局に通信取扱責任者を置く。 

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信担当者に無線局の管理運用を行わせるものと

する。 

3 通信取扱責任者は、危機管理課長があたるものとする。 

（通信担当者） 

第 6条 通信担当者は、無線従事者（電波法第 40条）のうち、無線管理者が認めたものとする。 

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線設備の操作を行うものとし、無線業務日誌の

記載を行うものとする。 

3 通信担当者は、基地局及び陸上移動局の無線設備を操作する通信取扱者（以下「通信者」とい

う。）を指揮監督する。 

4 無線管理者は、通信者の適正配置に努めるものとする。 

（通信者） 

第 7 条 通信者は、通信担当者の管理のもとに、電波関係法令を遵守し、法令に基づき無線設備

の操作を行うものとする。 
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2 通信者は、無線局に携わる一般職員とする。 

（秘密の保持） 

第 8条 通信の業務に従事するものは、その職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。 

（時間外勤務体制） 

第 9 条 無線管理者は、日曜、休日等、その他勤務時間外に無線局運用の必要が生じた場合は、

通信担当者及び必要な通信者に時間外勤務を命じ、通信の運用にあたらせるものとする。 

（無線局の構成等） 

第 10 条 無線局の構成は、別に定める構成表のとおりとする。 

2 無線局の呼出名称、設置場所等は、別に定める。 

（通信の原則） 

第 11 条 通信は、簡単明瞭に行い、無線局開局の目的に反するものを内容としてはならない。 

2 通信は非常通信を優先する。 

（通信の種類） 

第 12 条 通信の種類は、次のとおりとする。 

(1) 非常通信とは、災害の発生等非常の場合の通信をいう。 

(2) 普通通信とは、平常に行う通信をいう。 

(3) 訓練通信とは、訓練の通信をいう。 

(4) 他系通信とは、隣接他市町村との災害時相互応援協定に基づく非常通信及び訓練通信をい

う。 

（通信の統制） 

第 13 条 無線管理者は、非常災害時及びその他通信の円滑な運用を確保するに必要と認めたとき

は、通信の統制を行うものとする。 

（他無線局との関係） 

第 14 条 無線管理者は、同一周波数を使用する他無線局及び関係無線局と連絡調整を行い、災害

時等における通信の円滑な運用に万全を期するものとする。 

 （通信訓練） 

第 15 条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な通信訓練を毎年 1回以上行うものとする。 

 （事故の場合） 

第 16 条 通信担当者は、無線設備が事故のため、通信を行うことができなくなったときは、必要

な措置をするとともに通信取扱責任者に報告しなければならない。 

2 通信取扱責任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに専門業者に修理させるとともに無線管理

者に報告するものとする。 

 （指揮命令） 

第 17 条 非常災害時における無線局運用は、災害対策本部長（災害対策本部が設置されていない

ときは、市長とし、以下同様とする。）の命を受け、無線管理者が通信担当者を指揮するものと

する。 

 （要員体制） 

第 18 条 無線管理者は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあると予想されるときは、直ちに

通信担当者を無線局に勤務させ、通信確保に必要な措置をとらなければならない。 

2 通信担当者は、前項の命を受け、又は覚知したときは、勤務時間内外を問わず、直ちに無線局

に勤務し、無線管理者の指揮を受け、通信の運用に万全を期する。 
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 （陸上移動局の配備） 

第 19 条 無線管理者は、非常災害が発生し、又はそのおそれがあると予想されるときは、必要な

場所に移動局を配備する。 

 （職員の研修） 

第 20 条 無線管理者は、通信者に対して電波法令及び無線局運用に必要な事項について研修を行

うものとする。 

（無線業務日誌） 

第 21 条 通信担当者は、通信に関して必要に応じて、無線業務日誌に必要事項を記入し、通信取

扱責任者に報告するものとする。 

 （報告等） 

第 22 条 無線管理者は、電波法第 80条に該当する場合は、総務大臣に報告する。 

2 無線管理者は、通信担当者に異動があったときは、電波法第 51 条に定める防災行政無線選解

任届を東海総合通信局長に提出するものとする。 

 （備付簿冊等） 

第 23 条 無線局に備え付ける簿冊等は、次の各号に掲げるものとし（電波法第 60 条関連）、無線

管理者は、これを管理保存するものとする。 

(1) 免許状  

(2) 電波法令等 

(3) 無線局の申請及び届出に係る一切の書類 

(4) 正確な時計 

(5) 無線業務日誌 使用を終わった日から 2年間保存する。 

(6) 無線業務日誌抄録 

(7) 無線検査簿 

(8) 無線従事者選・解任届の写 

(9) 無線管理規程 

（無線設備の保全） 

第 24 条 無線管理者は、無線機保存のため、年 1回以上定期点検をし、機器の保全に努めるもの

とする。 

2 定期点検は、施行業者と保守委託契約を結び、点検の方法及び項目については、契約書により

とりきめるものとする。 

3 通信担当者は、非常電源の機能試験を定期的に行うものとする。 

 （委任） 

第 25 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成 14 年 7月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成 25 年 2月 1 日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成 27 年 4月 1 日から適用する。  

  附 則 

 この規程は、令和 3年 4月 1日から適用する。 
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三島市同報無線運営要領 

 

平成 14 年 7月 1 日制定 

 

（趣旨） 

第1条 この要領は、三島市防災行政無線等管理規程第25条の規程に基づき必要な事項を定める。 

（運用の範囲） 

第 2条 同報無線により通報できる範囲は次の各号に定めるものとする。 

(1) 各種災害情報及びその予報・注意報・警報・その他災害に関する必要な通報 

(2) 公害情報及びその予報・注意報・警報・その他公害に関する必要な通報 

(3) 人命・財産その他住民の生活に重大な影響を与える場合又はそのおそれがある場合の通報 

(4) 行政についての周知又は協力を必要とする事項 

(5) その他前項に準ずる事項で、市長が特に必要とする事項 

（通報の種類） 

第 3条 通報の種類は次のとおりとする。 

(1) 緊急通報 非常災害時及びその発生が予測される場合、重要事項で緊急に多数の住民に伝

達を必要とする場合に随時行う通報。 

(2) 一般通報 一般的な行政事務に必要な通報で定時又は随時行う。 

（通報の方法） 

第 4条 通報の方法は次のとおりとする。 

(1) 一斉通報 全域に行う通報で全子局に通報する。 

(2) 地区別通報 地区別に行う通報で子局を選択して通報する。 

（通報の順序） 

第 5 条 通報の順位は、緊急通報を第一順位とし、その他は受付順序による。但し緊急通報が重

なる場合は、無線管理者が内容を審査して順位を決めるものとする。 

（通報の時間） 

第 6 条 一般通報及びチャイム通報は、原則として毎日定時とし緊急通報はその必要が生じた場

合随時行うものとする。 

 （通報の依頼） 

第 7 条 通報を希望する所属の長は、別紙様式第１号の依頼書により希望する日の３日前までに

広報広聴課に提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。 

（その他） 

第 8 条 この要領以外の通報事項については、事前に無線管理者に連絡し、通報の許可を得るも

のとする 

 附 則 

この要領は、平成 14年 7 月 1日から適用する。 

  附 則 

この要領は、平成 25年 2 月 1日から適用する。 

  附 則 

この要領は、平成 27年 4 月 1日から適用する。  



資料３－５ 
 

同報無線屋外受信局一覧表 

 

（親 局） 

災 害 対 策 本 部 呼 出 符 号 周波数 68.895ＭＨｚ 

（市 役 所） 

 

983－2650 

こうほうみしま 出力 5Ｗ 

 

 

（子 局） 

 設 置 地 区 設 置 台 数 選 択 呼 出 

屋
外
受
信
局 

旧 市 内 

東 部 26台 1 ・ 1 1 ・ 2 1  

中 部 12台 2 ・ 1 2 ・ 2 2  

西 部 13台 3 ・ 1 3 ・ 2 3  

北 上 地 区  35台 4 ・ 1 4 ・ 2 4  

錦 田 地 区  44台 5 ・ 1 5 ・ 2 5  

中 郷 地 区  43台 6 ・ 1 6 ・ 2 6  

計 173台  

 

 

 設 置 地 区 設 置 台 数 選 択 呼 出 

戸

別

受

信

機 

中 学 校 7台 37 

小 学 校 14台 38 

幼 稚 園 20台 39 

保 育 園 20台 39 

公 共 施 設  40台 10・40 

障 害 者 世 帯 100台 20・35 

計 201台   

 



同報無線屋外受信局一覧表

資料３－５

NO 受信局名 所在地 空中線
製造
年月 ｺｰﾙ

ｽﾋﾟｰ
ｶｰ

受信機
型式設置場所 空中線柱

1 東町NO.1 東町9-20 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710八幡神社 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

2 文教町2丁目NO.1 文教町2丁目 1-32 三素子八木 B 4 1710消防北分遣所 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

3 大社町NO.1 大社町16-2 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1710協立無線 1982/02屋上(壁面)

4 日の出町NO.1 日の出町6-10 三素子八木 Ａ 4 1710守綱八幡神社 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

5 東本町2丁目NO.1 東本町2丁目 1-55 三素子八木 Ａ 3 1985ノジマ 2014/03ｴｰｽﾏｽﾄS-
18X

6 東町NO.2 東町10-12 三素子八木 Ａ 4 1710東幼稚園 1977/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

7 大社町NO.2 大社町8-12 三素子八木 B 5 1710日隅神社 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

9 東本町2丁目NO.2 東本町2丁目 11-38 三素子八木 B 4 1710間眠神社 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

10 南二日町NO.1 南二日町7-4 三素子八木 B 4 1710太田資源 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-314

11 南二日町NO.2 南二日町15 三素子八木 B 4 1710横浜ゴムｱﾊﾟｰﾄ 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-315

12 大宮町2丁目NO.1 大宮町 2丁目 12-21 三素子八木 Ａ 4 1703河野達夫宅 1982/02ｴｰｽﾏｽﾄS-
18X

13 大宮町2丁目NO.2 大宮町2丁目 7-3 三素子八木 B 4 1710堀池敏夫子宅 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-317

14 大宮町3丁目NO.1 大宮町3丁目 20 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710菰池公園 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-318

15 文教町1丁目 文教町1丁目 2794-3 三素子八木 Ａ 4 1710三島駅北口ポケット
パーク

2018/03ｴｰｽﾏｽﾄS-
18X

16 加茂川町NO.1 加茂川町18-4 三素子八木 Ａ 4 1703集会所 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

17 若松町 若松町4369地先 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710かわせみ公園 1982/02ｴｰｽﾏｽﾄS-
18XM

18 富田町 富田町3-30 三素子八木 Ａ 3 1710旧消防署訓練場 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

19 長伏NO.4 長伏274-3 三素子八木 Ａ 4 1985長伏公園駐車場 2017/09ｴｰｽﾏｽﾄS-
18X

20 中央町NO.1 中央町1-8 三素子八木 Ａ 4 1710市営駐車場 1982/02鋼管柱

21 南田町NO.1 南田町4-36 三素子八木 B 6 1985南田町広場 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

22 芝本町NO.2 芝本町10-36 三素子八木 B 5 1710ヒロセパーク 1982/02屋上

23 中央町NO.2 中央町6-27 三素子八木 B 5 1710鈴木塗装店 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

24 一番町 一番町2-29 三素子八木 Ａ 3 1985三島商工会議所 2009/01屋上ﾎﾟｰﾙ

25 南本町NO.1 南本町12-23 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 5 1710柔道会館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

26 南本町NO.2 南本町20-30 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1703社会福祉会館 1978/08屋上(壁面)

27 南本町NO.3 南本町3-26 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1703共栄ビル 1979/10屋上鉄塔
(壁面)

28 北田町 北田町4-47 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 6 1985市役所 1982/02屋上ﾎﾟｰﾙ 
(壁面)

29 中田町NO.1 中田町12-9 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1710キリスト教会 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312
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30 南田町NO.2 富田町6-18 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710南中学校 1982/02屋上(壁面)

31 西本町NO.2 西本町8-10 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1703佐藤文具店横 1979/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

32 緑町NO.2 緑町12-12 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1703緑町佐野保育園 1979/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

33 三好町 三好町6-25 三素子八木 Ａ 4 1710ハックドラック駐車場 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

34 広小路町 広小路町13-1 三素子八木 B 4 1710大中島会館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

36 加屋町 加屋町4-6 三素子八木 B 4 1710秋葉神社 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

37 清住町 清住町11 三素子八木 Ａ 3 1710電業社資材置場 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

38 緑町NO.1 緑町10-24 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 7 1985電業社 1982/02ｺﾝｸﾘｰﾄ柱

39 西本町NO.1 西本町3-37 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 3 1710消防西分遣所跡 1982/02火の見やぐ
ら

40 泉町 泉町13-3 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1703富岡屋菓子店奥 1978/08ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

41 寿町NO.1 一番町15-19 三素子八木 B 5 1710楽寿園地内 1982/02ｴｰｽﾏｽﾄS-
18X

42 西若町 西若町8-7 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710若宮神社 1978/08ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

43 壱町田NO.1 壱町田110 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 6 1710壱町田公民館 1978/08ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

44 佐野NO.1 佐野172-7 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1703高須鉄工所前 1978/08ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

45 萩NO.1 萩320 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 5 1710萩公民館 1978/08ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

46 芙蓉台NO.1 芙蓉台2丁目15-1 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1703芙蓉台公民館 1979/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

47 徳倉NO.1 徳倉747-54 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 6 1735徳倉晴山台公園 1979/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

48 徳倉NO.2 徳倉1丁目 4 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 5 1985徳倉グラウンド 2010/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

49 徳倉NO.3 徳倉649 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 5 1710八乙女神社 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

50 徳倉NO.4 徳倉3丁目 16-16 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1735徳倉宮川河川敷 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

51 徳倉NO.5 徳倉1丁目 17-17 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1985市道 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

52 幸原 幸原町 1丁目 10-39 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710幸原公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

53 壱町田NO.2 壱町田75-1 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1710八幡神社 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

54 千枚原 千枚原8-14 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710千枚原公園 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

55 富士ビレッジNO.1 富士ビレッジ50 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1985児童館 2015/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

56 光ヶ丘NO.1 光ヶ丘19 三素子八木 B 4 1703光ヶ丘公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

57 光ヶ丘NO.2 光ヶ丘23 三素子八木 B 4 1703県営アパート 1982/03ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

58 沢地NO.1 沢地280-5 三素子八木 B 3 1710沢地公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

59 加茂NO.1 加茂167 三素子八木 Ａ 5 1875かも公園 1979/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

60 東富士見 東富士見251 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710東富士見公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

61 川原ヶ谷 川原ヶ谷85-4 三素子八木 B 4 1703川原ヶ谷公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313
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62 緑ヶ丘 緑ヶ丘270-20 三素子八木 Ａ 4 1710緑ヶ丘公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

63 初音 川原ヶ谷548 三素子八木 Ａ 4 1710飯島自動車 1977/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

64 小山 谷田（小山）54 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1735小山公民館 1977/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

65 塚原 塚原新田14 三素子八木 Ａ 5 1710塚原公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

66 市山 塚原新田405-3 三素子八木 B 4 1710市山公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

67 三ツ谷NO.1 三ツ谷新田25-1 三素子八木 B 4 1710農協坂支所 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

68 笹原NO.1 笹原新田195 三素子八木 Ａ 3 1985笹原公民館 2016/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

69 山中 山中新田52 三素子八木 Ａ 4 1710山中公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

70 旭ヶ丘 旭ヶ丘7-17 三素子八木 B 4 1703旭ヶ丘公園 1978/08ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

71 初音台 初音台4-2 三素子八木 Ａ 5 1703はつね公園 1979/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

72 小山中島 谷田1240-1 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 5 1710小山中島公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

73 桜ヶ丘 谷田(桜ヶ丘) 1124 三素子八木 B 4 1710市道 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

74 中 中84-6 三素子八木 Ａ 4 1710中公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

75 谷田 谷田352-3 三素子八木 B 4 1985谷田公民館 2017/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

76 御門NO.1 谷田(御門)495-1 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710私有地 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

77 夏梅木NO.1 谷田(夏梅木) 549-5 三素子八木 Ａ 4 1985夏梅木公民館 2016/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

78 夏梅木NO.2 谷田2023-6 三素子八木 Ａ 5 1703つつじヶ丘 1980/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

79 並木 谷田(並木)973-1 三素子八木 Ａ 5 1710錦田公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

80 竹倉NO.1 竹倉290 三素子八木 Ａ 4 1710竹倉公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

81 玉沢NO.1 玉沢441-2 三素子八木 Ａ 4 1710公民館南 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

82 玉沢NO.2 玉沢267-2 三素子八木 Ａ 4 1703長塚貞三宅 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

83 台崎 谷田（台崎）2301-103 三素子八木 Ａ 2 1875台崎公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

84 山田NO.1 川原ヶ谷764-1 三素子八木 B 3 1710山田公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

85 小沢 小沢1037 三素子八木 Ａ 4 1710公民館前用水路横 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

86 元山中 川原ヶ谷（元山中）1184 三素子八木 B 4 1710元山中公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

87 青木 青木74-1 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1710青木公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

88 八反畑NO.2 八反畑117-1 三素子八木 B 5 1703鈴木工務店 1979/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

89 安久NO.1 安久283 三素子八木 Ａ 4 1710瀬川ハイム南 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

90 玉川 玉川98 三素子八木 B 5 1710玉川公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

91 新谷 新谷157 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 4 1710新谷公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

92 藤代町NO.1 藤代町13-10 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1710藤代町公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313
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93 藤代町NO.2 藤代町6-2 三素子八木 Ａ 4 1703市営藤代住宅 1978/08ｴｰｽﾏｽﾄS-
18X

94 平田NO.1 平田46-3 三素子八木 Ａ 4 1703平田公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

95 松本NO.1 松本295-1 三素子八木 Ａ 5 1710松本公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

96 長伏NO.1 長伏619 三素子八木 B 4 1710長伏公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

97 御園NO.1 御園489-1 三素子八木 Ａ 4 1710御園公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

98 鶴喰 鶴喰28-3 三素子八木 B 4 1703鶴喰公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

99 八反畑NO.1 八反畑36 三素子八木 Ａ 4 1710八反畑公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

100 中島NO.1 中島313-14 三素子八木 B 4 1710中島公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

101 梅名NO.1 梅名108-1 三素子八木 Ａ 4 1710ポテト横馬頭観音 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

102 北沢 北沢27 三素子八木 Ａ 4 1710北沢公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

103 多呂 多呂137 三素子八木 B 4 1710多呂公民館 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

104 大場NO.1 大場20 三素子八木 B 4 1985大場公会堂 2010/06ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

105 大場NO.2 大場102 三素子八木 Ａ 4 1703稲荷神社 1979/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

106 大場NO.3 大場392-2 三素子八木 B 4 1875デイサービスダイバ 1977/10ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

107 大場NO.4 大場833 三素子八木 Ａ 5 1710赤王集会所 1982/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

108 寿町NO.2 長泉町下土狩96-3 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ Ａ 3 1703三島信用金庫本部 1982/03屋上(壁面)

109 大宮町3丁目NO.2 大宮町3丁目7-33 三素子八木 B 4 1985順天堂大学キャンパ
ス

2019/03ｴｰｽﾏｽﾄS-
18X

110 芙蓉台NO.2 芙蓉台2丁目1-11 三素子八木 B 4 1703ふよう公園 1982/03ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

111 加茂NO.2 加茂61-1 三素子八木 B 4 1703きじ公園 2019/03ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

112 小山押切 小山押切1348-4 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1703緑地 1982/03ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

113 ﾊﾟｻﾃﾞｨﾅﾀｳﾝNO.1 大場1086-115 三素子八木 Ａ 4 1703赤王山公園 1982/03ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

114 南二日町NO.3 南二日町21-12 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1703市営南二日町住宅 1982/11ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

115 徳倉NO.6 徳倉925-9 三素子八木 Ａ 5 1703ｳﾞｧﾝﾍﾞｰﾙ92番館横 1982/11ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

116 平田NO.2 平田126-5 三素子八木 B 4 1703芹沢紀孝宅 1982/11ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

117 幸町 幸原町1丁目 7-7 ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ B 4 1703清水秀男宅 1982/11ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

118 安久NO.2 安久456-22 三素子八木 B 4 1735安久区管理地 1983/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

119 栄町NO.2 栄町10-53 三素子八木 Ａ 4 1735栄町墓地公園 1983/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

120 ﾊﾟｻﾃﾞｨﾅﾀｳﾝNO.2 大場1086-214 三素子八木 B 4 1735水道管理地 1983/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

121 萩NO.2 萩166 三素子八木 B 4 1735市道 1983/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

122 文教町2丁目NO.2 文教町2丁目 10 三素子八木 B 5 1735体育館第2駐車場 1983/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-312

123 佐野NO.2 佐野547-1 三素子八木 B 4 1735本間勇次宅 1984/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313
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124 佐野NO.3 佐野14-1 三素子八木 Ａ 4 1735長戸呂橋 1984/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

125 塚の台 谷田（塚の台）1665-142 三素子八木 B 4 1735錦田グラウンド 1984/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

126 西旭ヶ丘 西旭ヶ丘4041-10 三素子八木 B 6 1735公園 1984/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

127 富士見台NO.1 富士見台39-2 三素子八木 Ａ 4 1735富士見台自治会館 1984/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

128 幸原NO.2 幸原町2丁目 13-1 三素子八木 B 4 1735耳石神社 1985/07ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

129 梅名NO.2 梅名230-2 三素子八木 B 4 1735梅名自治会館 1985/07ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

130 梅名NO.3 梅名417 三素子八木 Ａ 4 1735佐藤倉庫 1985/07ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

131 梅名NO.4 梅名719 三素子八木 B 4 1735稲荷神社 1985/07ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

132 谷田NO.2 谷田335-2 三素子八木 B 4 1735ポテト南側 1985/07ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

133 御園NO.2 御園649-1 三素子八木 B 4 1735日大ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 西側 1986/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

134 御門NO.2 御門290-2 三素子八木 B 4 1735別命神社 1986/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

135 沢地NO.2 沢地120-3 三素子八木 Ａ 4 1735沢地大橋 1986/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

136 松本NO.2 松本239 三素子八木 Ａ 5 1735松本南交差点東側 1986/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

137 徳倉NO.7 徳倉2丁目 19-29 三素子八木 B 4 1735公園 1986/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

138 山田NO.2 山田742 三素子八木 Ａ 4 1735出荷所 1987/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

139 南町 南町6-78 三素子八木 B 4 1735東芝テック 1987/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

140 三ツ谷NO.2 三ツ谷新田161 三素子八木 Ａ 4 1735宮沢勝宅 1987/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

141 三ツ谷NO.3 三ﾂ谷新田434-3 三素子八木 Ａ 4 1735三ツ谷公民館 1987/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

142 富士見台NO.2 富士見台10 三素子八木 B 4 1735水道タンク 1987/09ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

143 松本NO.3 松本315 三素子八木 Ａ 5 1735ﾏｲﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 入口 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

144 松本NO.4 松本280-1 三素子八木 B 5 1735片岡屋三島営業所 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

145 富士ビレッジNO.2 千枚原3 三素子八木 Ａ 4 1735市営千枚原住宅 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

146 長伏NO.2 長伏226-5 三素子八木 Ａ 5 1735長伏小学校 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

147 加茂川町NO.2 加茂川町11-10 三素子八木 B 5 1735近藤喜久雄宅 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

148 柳郷地 柳郷地136 三素子八木 B 4 1735柳郷地集会所 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

149 玉沢NO.3 玉沢9 三素子八木 B 4 1735石渡君夫宅 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

150 中島NO.2 中島141-8 三素子八木 Ａ 4 1735県企業局中島浄水場 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

151 安久NO.3 安久28-8 三素子八木 Ａ 6 1735安久区管理地 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

152 芙蓉台NO.3 徳倉838-55 三素子八木 B 4 1735芙蓉台南交差点 1989/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

153 三恵台NO.1 三恵台16-8 三素子八木 Ａ 5 1735公園 1990/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

154 加茂NO.3 加茂32-2 三素子八木 B 4 1735もず公園 1990/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313



NO 受信局名 所在地 空中線
製造
年月 ｺｰﾙ

ｽﾋﾟｰ
ｶｰ

受信機
型式設置場所 空中線柱

155 夏梅木NO.3 夏梅木658-1 三素子八木 Ａ 4 1735大川工務店 1990/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

156 御園NO.3 御園392-2 三素子八木 Ａ 4 1735新城橋東側 1990/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

157 東大場NO.1 東大場1丁目 33-9 三素子八木 B 4 1735東大場集会所 1990/12ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

158 笹原NO.2 笹原新田1934-3 三素子八木 B 4 1735今井多賀志宅 1992/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

159 ﾊﾟｻﾃﾞｨﾅﾀｳﾝNO.3 大場1086-644 三素子八木 B 4 1735ﾊﾟｻﾃﾞｨﾅﾀｳﾝ集会所
横

1992/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

160 竹倉NO.2 竹倉20-1 三素子八木 B 4 1735八王子神社 1992/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

161 大場NO.5 大場92-1 三素子八木 Ａ 4 1860セブンイレブン三島
大場駅前店

1993/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

162 大場NO.6 大場409-1 三素子八木 B 4 1860取上川処橋東 1993/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

163 長伏NO.3 長伏155-9 三素子八木 B 4 1860長伏工業団地 1993/02ｴｰｽﾏｽﾄS-
18X

164 芙蓉台NO.4 芙蓉台3丁目 4-1 三素子八木 Ａ 4 1860自然公園 1994/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

165 大場NO.7 大場660-2 三素子八木 B 4 1860加藤照夫宅 1994/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

167 富士ビレッジNO.3 富士ビレッジ50-1 三素子八木 Ａ 4 1860公園 1995/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

168 沢地NO.3 沢地(富士見台)789-1 三素子八木 Ａ 4 1860中沢地橋南側 1995/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

169 東大場NO.2 東大場1丁目 33 三素子八木 Ａ 4 1860グラウンド 1995/01ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

170 佐野見晴台 佐野見晴台1丁目9番地 三素子八木 Ａ 4 1875やまばと公園 1996/03ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

172 安久№4 安久654-1 三素子八木 B 4 1875新川橋 2002/03ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

173 錦が丘 錦が丘1 三素子八木 B 4 1875調整池西側 2003/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

174 松が丘 松が丘1-7 三素子八木 Ａ 4 1875松が丘公園 2004/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

175 東壱町田 東壱町田6-7 三素子八木 Ａ 4 1875東壱町田町内会館 2004/08ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

176 佐野見晴台NO.2 佐野見晴台2-35 三素子八木 B 4 1875佐野見晴台2丁目広
場

2006/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313

177 若松町NO.2 若松町4252-4 三素子八木 B 4 1875若松公園 2007/02ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
R-313B



資料３－６

1 土木課 ダイナダンプ 3323 148 東小学校 172 東小学校 101 無線室

2 土木課 HR-V 40 149 西小学校 173 西小学校 108 土木課

3 公共財産保全課 ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 2098 150 南小学校 174 南小学校 109 水と緑の課

4 公共財産保全課 ﾄﾖﾀﾉｱX2 9420 151 北小学校 175 北小学校 111 農政課

5 公共財産保全課 ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 7807 152 錦田小学校 176 錦田小学校 117 下水道課

6 水と緑の課 ｲｽｽﾞｴﾙﾌ 5148 153 徳倉小学校 177 徳倉小学校 118 郷土資料館

7 水と緑の課 ﾀﾞｲﾅﾄﾗｯｸ 69 154 坂小学校 178 坂小学校 120 北上公民館

8 公共財産保全課 ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 7808 155 佐野小学校 179 佐野小学校 127 中郷公民館

9 土木課 ﾀﾞｲﾅﾄﾗｯｸ 41 156 中郷小学校 180 中郷小学校 128 消防団本部

12 公共財産保全課 EKﾜｺﾞﾝ 7250 157 沢地小学校 181 沢地小学校 129 老人ホーム

13 公共財産保全課 ﾜｺﾞﾝR 7537 158 向山小学校 182 向山小学校 130 坂公民館

14 公共財産保全課 EKﾜｺﾞﾝ 7251 159 北上小学校 183 北上小学校 131 錦田公民館

15 公共財産保全課 ﾜｺﾞﾝR 7736 160 山田小学校 184 山田小学校 133 三島消防署

16 公共財産保全課 ﾜｺﾞﾝR 7737 161 長伏小学校 185 長伏小学校 139 水道課

17 公共財産保全課 ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 5764 162 錦田中学校 186 錦田中学校 140 危機管理課

18 公共財産保全課 ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 54 163 南中学校 187 南中学校 141 箱根の里

19 公共財産保全課 ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 5518 164 北中学校 188 北中学校 142 楽寿園

20 公共財産保全課 ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 5516 165 中郷中学校 189 中郷中学校 143 生涯学習課

22 公共財産保全課 ﾜｺﾞﾝR 7455 166 北上中学校 190 北上中学校 144 スポーツ推進課

23 公共財産保全課 ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 55 167 中郷西中学校 191 中郷西中学校 145 廃棄物対策課

24 公共財産保全課 ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 5517 168 山田中学校 192 山田中学校 146 みしま聖苑

25 公共財産保全課 ｱﾙﾄ 9236 169 三島北高校 193 三島北高校 147 健康づくり課

26 土木課 ｴｸｽﾄﾚｲﾙ 39 170 三島南高校 194 三島南高校 195 社会福祉会館

27 土木課 ﾊｲｾﾞｯﾄ 239 171 三島長陵高校 201 教育総務課

31 危機管理課 ｽﾊﾞﾙﾌｫﾚｽﾀｰ 3552 202 北分署

32 公共財産保全課 ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 2099 203 中郷分遣所

33 環境政策課 ﾊｲｾﾞｯﾄ 128 204 錦田分遣所

34 健康づくり課 ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 3609 123 無線室（予備）

35 農政課 ﾊｲｾﾞｯﾄ 130 102 作業班① 301 バイク隊① 126 無線室（予備）

42 土木課 RAV4 6845 103 作業班② 302 バイク隊②

43 公共財産保全課 ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 7809 104 作業班③ 303 バイク隊③

44 地域協働・安全課 ﾜｺﾞﾝR 3446 106 作業班④ 304 バイク隊④

51 公共財産保全課 ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 56 107 作業班⑤ 305 バイク隊⑤

53 教育総務課 ｴﾌﾞﾘｲ 390 110 作業班⑥ 306 バイク隊⑥ 132 元山中

54 公共財産保全課 ｱﾙﾄ 200 112 作業班⑦ 307 バイク隊⑦ 135 沼津河川国道事務所

61 公共財産保全課 ﾜｺﾞﾝR 7536 113 作業班⑧ 308 バイク隊⑧ 136 無線室（予備）

62 下水道課 ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 1608 116 作業班⑨ 309 バイク隊⑨ 137 無線室（予備）

64 下水道課 ﾊｲｾﾞｯﾄ 2834 119 作業班⑩ 310 バイク隊⑩ 138 無線室（予備）

124 作業班⑪ 311 バイク隊⑪

312 バイク隊⑫

（免許有効期間：令和8年（2026年）5月31日まで）

その他

呼出
番号

設置場所

防災行政無線一覧表

呼出
番号

設置場所
呼出
番号

設置場所

市役所車載型

呼出
番号

管理課 車両名
ナン
バー

避難所

常設 現地配備員

呼出
番号

設置場所

呼出
番号

設置場所
呼出
番号

設置場所

作業班 バイク隊



資料３－７

№ 種別 機関名
個別
番号

№ 種別 機関名
個別
番号

1 市 災害対策本部 IP1 20 医 山口医院 IP9

2 市 危機管理課 IP31 21 医 辻󠄀林内科 IP10

3 市 健康づくり課（救護所本部） IP2 22 医 川崎内科医院 IP11

4 ラ 東京電力パワーグリッド IP32 23 医 高野内科循環器科クリニック IP12

5 ラ JR東海三島駅 IP33 24 医 川島胃腸科･外科クリニック IP13

6 ラ 伊豆箱根鉄道 IP34 25 医 斉藤医院 IP14

7 ラ NTT IP35 26 医 渡辺整形外科 IP15

8 ラ 静岡ガス東部支社 IP36 27 医 がくとう整形外科クリニック IP16

9 警 三島警察署 IP37 28 医 鈴木整形外科医院 IP17

10 救 西小救護所 IP27 29 医 三愛医院 IP18

11 救 錦田小救護所 IP28 30 医 後藤医院 IP19

12 救 中郷西中救護所 IP29 31 医 とくら山口医院 IP20

13 救 順天堂大学救護所 IP30 32 医 三島共立病院 IP21

14 医 医本部 IP3 33 医 みしま勝和クリニック IP22

15 医 三島メディカルセンター IP4 34 医 関野医院 IP23

16 医 三島中央病院 IP5 35 医 岡田じんクリニック IP24

17 医 三島総合病院 IP6 36 医 安達産婦人科クリニック IP25

18 医 三島東海病院 IP7 37 医 田中産婦人科医院 IP26

19 医 芹沢病院 IP8

※【種別】…「市」：市役所、「ラ」：ライフライン事業者、「警」：警察署、

　　　　　　「救」：救護所、「医」：医療団体

ＩＰ無線一覧表
令和4年2月現在



資料３－８

1 1-1 災害対策本部（固定型） 8-2 白道こども園

2 2-1 危機管理課 8-3 梅の実保育園

3 3-1 災害対策本部（予備） 8-4 中郷南保育園

4 8-5 三島ようらんこども園

5-3 東小学校 8-6 恵明キッズフヨウビレッジ

5-4 西小学校 8-7 中郷西保育園

5-5 南小学校 8-8 加茂保育園

5-6 北小学校 8-9 北上保育園

5-7 錦田小学校 恵明保育園

5-8 徳倉小学校 静岡恵明学園乳児部

5-9 坂小学校 8-11 恵明キッズコスモスビレッジ

5-10 佐野小学校 8-12 恵明キッズサクラビレッジ

5-11 中郷小学校 8-13 若葉保育園

5-12 沢地小学校 8-14 静岡恵明学園児童部

5-13 向山小学校 8-15 加茂川町保育園

5-14 北上小学校 8-16 伊豆佐野保育園

5-15 山田小学校 8-17 緑町佐野保育園

5-16 長伏小学校 8-18 錦田保育園

5-17 錦田中学校 8-19 青木保育園

5-18 南中学校 8-20 光ヶ丘保育園

5-19 北中学校 8-21 東幼稚園

5-20 中郷中学校 8-23 南幼稚園

5-21 北上中学校 8-24 北幼稚園

5-22 中郷西中学校 8-25 錦田幼稚園

5-23 山田中学校 8-26 徳倉幼稚園

5-24 三島北高校 8-27 坂幼稚園

5-25 三島南高校 8-28 松本幼稚園

5-26 三島長陵高校 8-29 大場幼稚園

6 6-1 市民課 6-2 北上公民館 8-30 旭ヶ丘幼稚園

7-2 玉澍園 8-31 沢地幼稚園

7-3 御寿園 8-32 まりあ保育園

7-4 あかなすの里 9-2 建設事業協同組合

7-5 北上の郷 9-3 建設業協力会

7-6 ふるさとの丘 10 10-1 水道課 10-2 指定上下水道工事店協同組合

7-7 いづテラス 11 11-1 下水道課 11-2 浄化センター

7-8 南二日町

7-9 玉沢昭寿園

7-10 ケアハウストマト館

7-11 佐野あゆみの里

7-12 みはらしの丘

7-13 みはらしの里

7-14 梅名の里

7-15 ラ・サンテふよう 8-22 危機管理課（予備）

合計 85 台

7 7-1
介護保険課
障がい福祉課
福祉総務課

9 9-1 土木課

8 8-1 子ども保育課

※85台のグループで秘話機能設定済

災害対策本部

5-2 教育総務課

5-1

5

8-10

三島市簡易無線一覧表

チャン
ネル

個別
番号

市担当課
個別
番号

関係機関
チャン
ネル

個別
番号

市担当課
個別
番号

関係機関

令和6年2月現在
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チャン
ネル

個別
番号

指定避難所
個別
番号

貸与自治会 貸与年度

16-3 大社町 R1

16-4 東本町１丁目 R1

16-5 東本町２丁目 R1

16-6 日の出町 R1

16-7 東町 R1

16-8 南二日町※南小分と兼用 R1

16-9 大宮町２丁目 R1

16-10 川原ヶ谷 H30

16-11 雪沢 H30

16-12 南本町御殿 R1

16-13 南本町高台 R1

16-14 北田町 R1

16-15 中田町北 R1

16-16 中田町南 R1

16-17 南田町 R1

16-18 富田町 R1

16-19 南本町新御殿 R1

17-3 加屋町 R1

17-4 清住町 R1

17-5 三好町 R1

17-6 西本町 R1

17-7 栄町 R1

17-8 西若町 R1

17-9 緑町 R1

17-10 南町 R1

17-11 広小路町 R1

17-12 泉町 R1

17-13 寿町 R1

17-14 本町大中島 R1

17-15 本町小中島 R1

17-16 青木 R1

17-17 新谷 R1

17-18 玉川 R1

17-19 平田 R1

17-20 藤代町 R1

17-21 モナーク三島 R1

17-22 ウィステリア三島青木 R1

令和4年2月現在

16

16-2

自主防災組織用簡易無線一覧表

17-1

17-2

東小学校

南小学校

16-1

17

西小学校

南中学校
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18-4 文教町１丁目 H30

18-5 合同宿舎文教住宅 H30

18-6 幸町 H30

18-7 幸原町 H30

18-8 サンステージ壱町田 H30

18-9 文教町西 R1

18-10 加茂川町１区 R1

18-11 加茂川町２区 R1

18-12 シャルマンコーポ R1

18-13 壱町田１丁目 R1

18-14 壱町田２丁目 R1

18-15 県営壱町田やまがみ団地 R1

18-16 マルシオン・マルジュ R1

18-17 東壱町田 R1

18-18 シャリエ三島壱町田 R1

18-19 かわせみタウン壱町田 R1

18-20 芝本町 R1

18-21 一番町 R1

18-22 中央町 R1

18-23 中央町２区 R1

18-24 文教町２丁目 R1

18-25 大宮町１丁目 R1

18-26 大宮町３丁目 R1

18-27 文教町東岩崎 R1

19-3 小山中島 H30

19-4 小山 H30

19-5 谷田 H30

19-6 御門 H30

19-7 竹倉 H30

19-8 玉沢※坂小分と兼用 H30

19-9 谷田城の内 H30

19-10 東富士見 H30

19-11 西富士見 H30

19-12 並木 H30

19-13 柳郷地 H30

19-14 ヴァンヴェール遺伝坂 H30

19-15 市営柳郷地住宅 H30

19-16 市営谷田住宅 H30

19-17 台崎 H30

19-18 元山中 H30

19-19 市山新田 H30

19-20 三ツ谷 H30

19-21 笹原 H30

19-22 山中 H30

19-23 箱根坂 H30

18-1

18-2

18

北小学校

北中学校

三島北高校18-3

19

錦田小学校19-1

19-2 坂小学校
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20-3 佐野 H30

20-4 見晴台 H30

20-5 押切 H30

20-6 桜ヶ丘 H30

20-8 愛宕 H30

20-9 緑ヶ丘 H30

20-10 塚原 H30

20-11 阿部野 H30

20-12 塚の台 H30

20-13 小山台 H30

20-14 塚原台 H30

20-15 シャリエ三島松が丘 H30

20-16 松が丘 H30

20-17 塚原下原 H30

21-3 徳倉第1 H29

21-4 徳倉第2 H29

21-5 徳倉第3 H29

21-6 徳倉第4 H29

21-7 富士ビレッジ H29

21-8 沢地 H29

21-9 千枚原 H29

21-10 光ヶ丘１丁目 H29

21-11 光ヶ丘３丁目 H29

21-12 光ヶ丘県営住宅 H29

21-13 光ヶ丘市営住宅 H29

21-14 富士見台 H29

22-3 夏梅木 H29

22-4 中 H29

22-5 錦が丘 H29

22-6 北沢 H29

22-11 サンステージ向山王の郷 R1

22-12 サンステージ向山はにまるタウン R1

22-7 梅名 H29

22-8 中島 H29

22-9 八反畑 H29

22-10 鶴喰 H29

23-3 大場※南高分と兼用 H29

23-4 多呂 H29

23-5 パサディナ H29

23-6 東大場 H29

錦田中学校20-2

23-1

23-2

佐野小学校

22

22-2

20-1

22-1 向山小学校

21

23

20

三島南高校

21-1

21-2

徳倉小学校

沢地小学校

中郷小学校

中郷中学校
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24-3 萩 H29

24-4 徳倉第５ H29

24-5 徳倉第６ H29

24-6 エンゼルハイム芙蓉台 H29

24-2 北上中学校 24-7 芙蓉台 H29

25-3 若松町 H30

25-4 西旭ケ丘 H30

25-5 青葉台 H30

25-6 山田 H30

25-7 旭ヶ丘 H30

25-8 山田住宅 H30

25-9 加茂 H30

25-10 市営加茂住宅 H30

25-11 小沢 H30

25-12 初音台 H30

25-13 三恵台 H30

25-14 初音 H30

26-3 長伏 H29

26-4 御園 H29

26-5 松本 H29

26-6 安久 H29

三島市自治会連合会長 R2

東部地区自治会連合会長 R2

中部地区自治会連合会長 R2

西部地区自治会連合会長 R2

北上地区自治会連合会長 R2

錦田地区自治会連合会長 R2

中郷地区自治会連合会長 R2

-- -

26-2

24-1

25-1

25-2

26-1

山田小学校

山田中学校

長伏小学校

中郷西中学校

26

25

24
北上小学校
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№ 所属名 電話番号 機種 型式 契約先

1 市長

2 災害対策本部

3 危機管理課

4 健康づくり課

5 消防本部司令室

衛星携帯電話一覧表

令和6年3月現在
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所　有　課 番　　号 メールアドレス（使用場所）
災害
優先

防水
仕様

備考

危機管理課 ○ ○

危機管理課 ○ ○

危機管理課 ○ ○

危機管理課 ○ ○ スマホ

危機管理課 ○ スマホ

危機管理課 ○ スマホ

危機管理課 ○

危機管理課 ○

危機管理課 ○ ○ スマホ

危機管理課 ○

公用携帯電話一覧表
令和4年2月現在
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令和4年2月現在

No 避難所名 台数 電話番号① 電話番号② 電話番号③ 電話番号④ 電話番号⑤ 電話番号⑥

1 東小学校 2

2 西小学校 3

3 南小学校 2

4 北小学校 2

5 錦田小学校 1

6 向山小学校 3

7 山田小学校 3

8 坂小学校 1

9 徳倉小学校 2

10 沢地小学校 4

11 北上小学校 1

12 佐野小学校 2

13 中郷小学校 3

14 長伏小学校 1

15 錦田中学校 2

16 南中学校 2

17 北中学校 6

18 北上中学校 1

19 中郷中学校 3

20 中郷西中学校 3

21 山田中学校 3

22 三島北高等学校 3

23 三島南高等学校 2

24 南二日町広場 1

25 市役所本館 3

59

※電話番号については非公開情報

合計

特設公衆電話一覧表

※発信専用

※訓練で使用する場合は、ＮＴＴ静岡支店災害対応窓口（054-205-9122）に連絡が必要
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三島市情報及び広報活動等実施要領 

 

昭和 58 年 6月 1 日制定 

  

（目的） 

第 1条 この要領は、市が東海地震に係る地震防災対策強化地域判定会（以下「判定会」という。）

の招集、警戒宣言の発令又は地震発生に伴う情報及び広報活動並びに職員の動員方法について

必要な事項を定める。 

（判定会の招集に係る情報処理及び職員の動員等） 

第 2条 判定会の招集に係る情報処理及び職員の動員等は別表 1の方法によるものとする。 

2 本部室員は前項以外の方法により判定会の招集を知ったときは、出動指示を待つことなく参集

するものとする。 

（動 員 方 法） 

第 3 条 前条の規定により勤務時間外に職員の動員を行う場合、その伝達方法については、迅速

かつ、正確を期するため次により行うものとする。 

  （1） 「判定会の招集がありました。出動してください。」 

     この通報を受けた場合、本部室員は直ちに参集する。 

  （2） 「判定会の招集がありました。自宅で待機して下さい。」 

     この通報を受けた場合、本部職員及び現地配備員は直ちに出動できる体制をととのえ、

テレビ・ラジオによる報道並びに同報無線等による情報を聴取し、警戒宣言の発令を

確認次第所定の場所へ出動する。 

2 前条の規定により勤務時間中に、職員の動員を庁内放送又は電話で連絡する場合は次により行

う。 

  （1） 判定会の招集の場合 

     「判定会の招集がありました。本部室員は直ちに総合防災センターに集まって下さい。」 

  （2） 警戒宣言発令の場合 

     「警戒宣言発令、本部職員及び現地配備員は直ちに所定の場所に出動して下さい。」 

3 本部所属以外の職員の動員は次により行う。 

  （1） 勤務時間中にあっては、所属の班長の指示により待機する。 

  （2） 勤務時間外の場合にあっては、特に所属の班長からの指示がない限り、動員要請に応

ずることができるよう準備し、自宅待機するものとする。 

4 地震予知情報がなく、地震が発生した場合、男子職員（一部の女子職員を含む。）は直ちに所

定の場所に出動するものとする。 

（動員の例外） 

第 4 条 第 2 条、第 3 条の規定に基づき、動員する職員のうち病気等により加療中の者及び所属

長があらかじめ動員することが困難と認められる者については、この限りでない。 

（警戒宣言、地震予知情報等の受理、伝達等） 

第 5 条 県から伝達される警戒宣言及び地震予知情報を受理した場合、その情報処理のうち、情
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報収集については、防災担当課が行い、警戒宣言その他情報等を市民に対し、普遍的に伝達す

る場合については、広報担当課及び消防本部が担当し、同報無線・サイレン等により行うもの

とする。 

（応急対策に必要な情報の収集、伝達） 

第 6 条 警戒宣言の発令又は地震発生に伴い、市内における流言飛語、民心の動揺及び治安の乱

れ等、各種の混乱を防止するため、応急対策を迅速かつ効果的に実施できるよう情報の種類、

収集及び伝達の方法を別表 2により行うものとする。 

（収集及び伝達すべき情報の調達） 

第 7 条 警戒宣言発令後及び地震発生後の情報の収集、伝達は主に広域避難場所を通じ、防災行

政無線で行う。 

  このため警戒本部又は三島市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）で行う無線統制

を遵守し、報告する情報は緊急性の高いものにとどめ、必要最小限に要約し行うものとする。 

（広 報 媒 体） 

第 8 条 市民が応急対策を実施するために必要な情報等の伝達は、次の広報媒体により行うもの

とする。 

  （1） 同報無線 

  （2） 防災行政無線（広域避難場所、孤立地区） 

  （3） 広報車、消防車等 

  （4） サイレン 

 （5） テレビ、ラジオ 

 （6） 市民メール、インターネット、ＳＮＳ等 

（県警戒本部又は県災害対策本部への報告） 

第 9 条 警戒本部又は災害対策本部は、次の各項を確認したときは、県防災行政無線により、静

岡県地震災害警戒本部（以下「県警戒本部」という。）又は静岡県災害対策本部（以下「県災害

対策本部」という。）の東部方面本部を経由し、県警戒本部又は県災害対策本部へ、そのつど状

況を報告する。 

  （1） 避難対象地域又は要避難地区の市民等が避難を完了したとき。 

  （2） 避難における混乱が発生したとき。 

  （3） 各種の被害状況及びその対応状況を把握したとき。 

  （4） その他必要な事態が生じたとき。 

（指令・指示） 

第 10 条 本部長は第 6条に掲げる事項を的確かつ円滑に実施するため、各部長に警戒（災害）本

部指令書（様式第 1号）により必要な事項を指令するものとする。 

2 各部長は前項による指令を受理したときは、担当班長に指示書（様式第 2号）により、必要な

事項を指示するものとする。 

3 各部長は第 6条に掲げる事項以外の情報の収集及び伝達の必要が生じた場合には、特別なもの

を除き、各部長の判断により担当班長に当該情報の収集及び伝達を指示するものとする。 

（上司への報告） 

第 11 条 各班長は前条の指令・指示に基づく処置、その他地震防災応急対策等に係る必要な情報
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の収集及び確認をしたときは、次により直ちに上司に報告するものとする。 

  （1） 状況報告書（様式第 3号） 

  （2） 応急対策実施状況報告書（様式第 4号） 

  （3） 避難状況報告書（様式第 5号） 

  （4） 被害報告書（様式第 6号） 

  （5） 救護所開設状況報告書（様式第 7号） 

附 則 

この要領は昭和 58年 6 月 1 日から適用する。 
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別 表 １             情報伝達ルート（勤務時間中の場合） 

      電 話 

      人の動き 

 

  判定会招集情報                                                  警戒宣言発令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 県 
防災担当課 

ＦＡＸ 

企画戦略部長 

（危機管理監） 

管理監 

消 防 本 部  

防災関係機関  

緊急本部員 
会 議 

消防分遣所 

本部設置 
準 備 

本部室員 

地震災害警 

戒本部設置 

 

 

配 備 

完 了 

 
配 備 

完 了 

 

 

 

配 備 

完 了 

 

 

 

 

出 向 

完 了 

 

 

消 防 団 

庁内放送 

MIS 掲示板 

非番職員配備  

市 長 
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情報伝達ルート（勤務時間外の場合） 

 

 

 

  判定会招集情報                                                  警戒宣言発令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

県 

消 防 本 部  

ＦＡＸ 

防災関係機関  

消防分遣所 

地震災害警 

戒本部設置 

 

 

配 備 

完 了 

 
 
 
 

配 備 
完 了 

 
 
 
 
 

配 備 

完 了 

 

 

出 向 

完 了 

 

 

消 防団長 

企画戦略部長 

（危機管理監） 

危機管理課長 

三島消防署副署長 

市   長 

副 市 長 

教 育 長 

 

 

消 防 長 

本 部 員 

緊急本部員会議 

（市職員のみ） 

分団員配備 

本部設置 

準 備 

防災担当課 

職 員 
本部室員 

非番職員配備 

配備 
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別 表 ２ 

情 報 ・ 広 報 の 種 類 及 び 収 集 ・ 伝 達 ル ー ト 一 覧 表 

                                                      区分 Ａ 情報を得た場合直ちに 

                                                         Ｂ 可及的速やかに 

                                                         Ｃ 必要の生じたとき 

 

区
分 項 目 細 目 ル ー ト 図  備 考 

Ａ 

 

 

判定会招集 

連 絡 報 

 

警 戒 宣 言  

(地震予知情報) 

 

大規模地震  

関 連 情 報  

 

 

規模、時期 

震 源 域 

  

 

文案１ 

 

文案２ 

Ａ 気 象 情 報  

 

気 象 

水 象 

地 象 

  

国 県 本 部 

東部地域局 

 

住 民 

報道関係 県警備本部 

市 本 部 

県 出 先 

各防災関係 

機 関 

三島警察署 
駐 在 所 
派 出 所 

気 象 台 

測 候 所 

県 本 部 東部地域局 

 

市 本 部 



資料３－15 
 

区
分 項 目 細 目 ル ー ト 図  備 考 

Ａ 

 

避 難 指 示 

 

警戒区域の  

設 定 

 

 

 

１．時 期 

 

２．設定箇所 

  

 

文案 ３ 

Ａ 

避難におけ  

る混乱状況  

 

１．危険・異常 

  の事態 

 

２．応急措置 

  実 施状況 

 

  

Ｂ 

避 難 状 況  

（完了）報告 

１．避難場所 

２．避難者数 

３．救護を要 

 する者の数 

４．救護の保護 

 措 置 

  

 

 

市 本 部 

住 民 

県 本 部 東部地域局 

三島警察署 

市 本 部 

現地配備員 

東部地域局 

 

県 本 部 

県警備本部 

国 

駐 在 所 
派 出 所 

三島警察署 県警備本部 

市 本 部 

現地配備員 

東部地域局 

 

県 本 部 国 
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区
分 項 目 細 目 ル ー ト 図  備 考 

Ａ 

社会秩序の  

状 況 

１．デ マ の 

  発 生状況 

２．犯 罪 の 

  発 生状況 

  

 

 

 

 

Ｂ 

交通機関の  

運 行 状 況  

国鉄・私鉄  

バ ス 

１．運行の停止 

 

２．乗客に対 

 する措置 

  

 

文案 ２ 

  ② 

Ａ 交 通 状 況  

道路交通の  

混 乱 状 況  

( 主要国道県

道) 

  

 

文案 ２ 

  ③ 

Ａ 

交通対策の  

実 施 状 況  

広 域 交 通  

規 制 の 実  

施 状 況 

  

 

文案 ２ 

  ③ 

 

市 本 部 県 本 部 東部地域局 

 

各交通機関 県 本 部 東部地域局 

 

市 本 部 

三島警察署 県警備本部 報道機関 住 民 

現地配備員 駐 在 所 
派 出 所 

三島警察署 県警備本部 

住 民 

報道機関 

県 本 部 東部地域局 

 

市 本 部 

県警備本部 県 本 部 東部地域局 

 

市 本 部 住 民 

他 県 三島警察署 報道機関 
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区
分 項 目 細 目 ル ー ト 図  備 考 

Ａ 

観 光 客 等  

の 状 況 

１．場所・人数 

２．帰宅希望者 

 の行き先と 

 人 数 

  

Ａ 

都市ガス等  

地 震 防 災  

応 急 対 策  

実 施 状 況  

供 給 状 況  

と災害応急  

対策の準備  

状 況 

  

Ｂ 

水道の応急  

対 策 準 備  

状 況 

準備してい  

る 資 機 材  

配 備 体 制  

  

Ｂ 

消防・水防  

の活動準備  

状 況 

配 備 体 制  

  

文案 ２ 

  ① 

 

市 本 部 県 本 部 東部地域局 

 

市 本 部 東部地域局 

 

県 本 部 報道機関 住 民 

旅館業 

交通機関等 

ガス会社 

市 本 部 東部地域局 

 

県 本 部 報道機関 住 民 

市営水道 簡易水道 

市 本 部 東部地域局 

 

県 本 部 報道機関 住 民 

三島警察署 
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区
分 項 目 細 目 ル ー ト 図  備 考 

Ｂ 

福祉施設の  

対 応 状 況  

引 渡 し 

避 難 状 況  

  

Ｂ 

主要病院の  

対 策 状 況  

１．診療の状況 

２．避難状況 

  

文案 ２ 

  ⑤ 

Ｂ 

私立学校の  

対 応 概 況  

生 徒 の 

引 渡 し 

  

 

文案 ２ 

  ④ 

Ｂ 

公立学校の  

対 応 概 況  

生 徒 の 

引 渡 し 

  

 

文案 ２ 

  ④ 

 

市 本 部 県 本 部 東部地域局 

 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 報道機関 住 民 

学 校 

市 本 部 

東部地域局 

東部支部 

県 本 部 報道機関 住 民 

福祉施設 

市 本 部 県 本 部 東部地域局 

東部支部 

病 院 

学 校 県教育事務所 
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区
分 項 目 細 目 ル ー ト 図  備 考 

Ａ 

救 護 所 の  

開 設 状 況  
設置場所 

  

 

文案 ２ 

  ⑤ 

Ｂ 

復旧用重機  

の 把 握 

業社名・場所 

品目・数量  

  

Ｂ 

電話の地震  

防災応急対

策 

実 施 状 況  

利用状況と  

災害応急対策 

の準備状況  

  

 

 

市 本 部 

住 民 

県 本 部 東部地域局 

東部支部 

三島警察署 

建設業者 

市本部 

土木事務所 

東部地域局 

東部支部 

市医師会 県医師会 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 報道機関 住 民 

Ｎ Ｔ Ｔ 
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区
分 項 目 細 目 ル ー ト 図  備 考 

Ｂ 

電力の地震  

防災応急対  

策実施状況  

供給状況と  

災害応急対策 

の準備状況  

  

 

 

 

 

Ｃ 

主要食糧の 

あっ旋の要

請 

品目・数量  

場所・時期  

  

Ｃ 

物品のあっ

旋の要請 

品目・数量  

場所・時期  

  

Ｃ 

災 害 派 

遣 要 請 

１．災害状況 

２．派遣を必要 

 とする理由 

３．派遣を必要 

 とする期間 

４．派遣を必要 

 とする人員 

５．区域 

  

 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 県 調 達 
協 定 先 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 自 衛 隊 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 報道機関 住 民 

東 電 

市 調 達 
協 定 先 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 県 調 達 
協 定 先 

市 調 達 
協 定 先 
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区
分 項 目 細 目 ル ー ト 図  備 考 

Ｃ 

緊急事態に  

伴う対策要

請 

地 震 防 災  

応急対策に  

伴 う 事 態  

  

Ｃ 

緊急広報の  

要請 
避 難 等 

  

Ｃ 

緊 急 患 者 

輸送の要請  
場所・病状  

  

Ｃ 

緊 急 輸 送  

の 要 請 

燃料・輸送  

手段・要員  

  

 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 国 

市 本 部 東部地域局 

部支部 

県 本 部 

駐 在 所 
派 出 所 

三島警察署 県警備本部 

報道関係 

自 衛 隊 

救護病院等 

救 護 所 

自 衛 隊 

国 

県 調 達 
協 定 先 

市 調 達 
協 定 先 

市 本 部 東部地域局 

東部支部 

県 本 部 



資料３－15 

警 戒 宣 言 等 の 文 案 一 覧 表 

 

文 案 1 

警戒宣言発令情報の伝達及び住民への呼びかけ 

 市民のみなさん、三島市長の○○○○です。ただいまのサイレン・半鐘は東海地震の警戒

宣言の発令を知らせるものです。この地震が発生すると市内では震度 6 弱以上の激しい揺

れが予想されますので、市民のみなさんは、各家庭や職場で次の防災対策を実施して下さい。 

 １ 火の始末、消火器の点検、消火の準備をして下さい。 

 ２ 飲料水、消火用水の汲みおきをして下さい。 

 ３ 身軽で安全な服装に着替えて下さい。 

 ４ 非常持出品の点検と準備をして下さい。 

 ５ テレビ・ラジオからの正しい情報をつかんで下さい。 

 

文 案 2 

市内各機関の対応状況と住民への呼びかけ 

 三島市役所からお知らせします。東海地域で（２～３日、数時間）以内に大地震が発生す

る恐れが強くなり、内閣総理大臣は本日○○時○○分東海地域に警戒宣言を出しました。 

 三島市ではただちに地震災害警戒本部を設置し、防災体制を固めました。 

 ここで、市内の各機関の対応状況をお知らせします。 

 ① 消 防 

   消防署では、地震発生に備えて消防自動車がいつでも出動できる態勢をとっていま

す。市民のみなさんは火の始末を確認し、ガスの元栓は必ずしめて下さい。また消火の

準備や、倒れ易い家具などの整理も忘れずに行って下さい。 

 ② 交通機関 

   市内の交通機関の対応についてお知らせします。 

   警戒宣言が発令されたため市内のバスと鉄道はすべて運転をとりやめています。 

   また、運行中の列車・バスは最寄りの安全な駅または営業所で運転を打ち切りました。

警戒宣言発令中は市内のバスや鉄道は一切動きませんのでご注意下さい。 

 ③ 道路交通 

   道路交通情報です。市内の道路は○○○なので渋滞のため通行できません。○○線も

○○で交通事故多発のため渋滞しています。次の地区では○○のため交通規制がしか

れています。現在、警戒宣言が発令されています。自動車の運転はやめて下さい。現在

走行中の車はただちに路肩に停止し、警察官等の指示に従って下さい。 

 ④ 学校・幼稚園・保育園 

   市内の保育園・幼稚園・小中学校・高校で幼児・児童・生徒の父兄引き渡しと集団下

校が順調に行われています。 

   父兄の方が迎えに来られない幼児・児童・生徒や遠距離通学の生徒は、学校などで安

全に保護しておりますのでご安心下さい。 
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   警戒宣言発令中は、市内のすべての保育園・幼稚園・小中学枚・高校はお休みです。 

（適宜くり返す。） 

 ⑤ 救急医療 

   病院等の診療状況についてお知らせします。 

   市内の病院・医師などでは、新たな外来患者の受付を中止しているところがあります。

救急患者につきましては、救護病院をはじめとして、仮設救護病院で受け入れ体制がで

きております。 

 

文 案 3 

避難指示 

 三島市役所よりお知らせします。市長は○○（避難対象地域）に対して避難指示を出しま

した。 

 要避難対象地域のみなさん、速やかに指定の避難場所へ避難して下さい。  



災害時における安否不明者の氏名等の公表について（方針）

１ 趣旨

災害時、被災地域において安否が分からない者（以下「安否不明者」という。）
が多数発生することが予想されるが、被災者の人命救助活動を迅速・円滑に実
施するためには、被災者を早期に特定する必要がある。
安否不明者については、情報の確度が低い状況にあっても、敢えて県がその

氏名等を公表することによって、多数の安否情報が得られ、安否不明者の絞り
込みが期待できる。これによって、被災者に係る情報の確度が高まり、人命救
助活動の効率化が図られる。
このため、災害時における安否不明者の氏名等の公表について方針を定め、

災害が発生した場合には、市町等と連携の上、この方針に基づき、安否不明者
の氏名等を迅速かつ円滑に公表する。

２ 公表の目的

安否不明者を絞り込み、被災者を早期に特定するとともに、自衛隊・海上保
安庁・警察等（以下「関係機関」という。）及び消防等による捜索活動や救助
活動の効率化を図ることにより、被災後の生存率が高い期間内（概ね 72時間
以内）での一刻も早い人命救助につなげることを目的とする。
また、実際は無事でありながら安否不明となっている者を減らすことによ

り、家族等の心配の軽減につながることとなる。

３ 安否不明者の定義

安否不明者とは、「災害が発生した地域に居住又は滞在していたと思われる
者のうち、災害発生後の一定時点において連絡が取れない者」（本人から家族・
市町等に連絡できない場合、または、家族・市町等から本人に連絡しても返信
がない場合のいずれかに該当する者）とする。
（例）・災害が原因で自分の安否を伝えることができない状態となっているた

め、連絡が取れない者
・いずれかの場所に避難しているが、電話や伝言等の連絡手段を失って
いて連絡が取れない者
・旅行や仕事等により外出していて何らかの理由で連絡が取れない者
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災害時における安否不明者等の氏名等の公表方針



（参考） 府政防第 972 号、消防災第 132 号（令和３年９月）
通知「災害時における安否不明者の氏名等の公表について」
「安否不明者とは、行方不明者となる疑いのある者」とする。
「行方不明者とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡
の疑いのある者」とする。

４ 公表主体

① 住民基本台帳などに基づいて市町が把握した安否不明者の氏名等につい
て、市町が名簿を作成し、県が公表する。または、県と市町が共同で公表
する。
② 関係機関が安否不明者の情報を把握した場合は、県が情報提供を受け、
公表する。
市町は県が公表した情報を共有する。

（注）国の防災基本計画においては、人的被害の人数については、県が一元的
に集約することとなっており、氏名等公表についても、これを準拠し、県
が主体となって行うことを原則とする。

５ 公表する情報

（１）公表する情報

個人情報保護を基本とした上で、氏名、住所（大字まで）、性別（住民基
本台帳記載の性別）を公表する。
年齢は原則として公表対象とせず、可能な場合に限って公表する。
（理由）住民基本台帳等の生年月日から年齢を計算する場合、業務の負担

が大きく、迅速な公表に支障をきたすおそれがあることによる。
（２）公表しない場合

ア 被災したことが明らかであり、捜索対象場所が特定されているなど
行方不明であることが高い確度で判明している場合

イ ドメスティックバイオレンスやストーカー、児童虐待等の被害者で
ある場合
ウ 本人の権利利益が不当に侵害されるおそれが認められる場合
エ 家族等が公表を明らかに拒んでいる場合
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６ 公表時期の目標

被災後 72時間が人命救助に極めて重要な期間であることを踏まえ、公表は
発災後概ね 48時間以内を目標（目安）とする。
なお、安否情報を円滑に収集するため、公表予定時刻の一定時間前（約６～

12 時間前）までに、報道機関等に対し、公表の時期を予告するとともに、安
否情報の伝達の必要性について、報道を通じて呼びかけてもらえるよう要請
する。
（公表時期の早期化は、無事が確認されている者も誤って公表してしまい、後
に苦情が出るおそれがあるが、公表の効果を理解し、早期の公表に努める。）

７ 公表した情報の活用

公表した情報については、被災して所在が分からない者の捜索活動や救助
活動、避難場所や避難所の設置運営、支援物資の調達などの応急対策に活用す
る。
必要に応じ、被災した範囲内において住戸情報と安否不明者情報を相互に

結び付けることにより、捜索マップを作成する。

８ 公表までの作業

安否不明者に関する情報については、市町が収集・確認・集約を行い、公表
用の名簿を作成するとともに、公表後の安否情報を受け付ける連絡先（窓口、
電話番号、メールアドレス等）を定めた上で、以下のとおり作業を進める。
①市町は、災害発生後、人的被害状況を一定程度把握できたとき、または、
遅くとも発災から 24時間以内に、住民基本台帳又は地図情報に基づき、
被災したとみられる地域の住民の名簿作成に着手する。

②県は、災害状況から見た必要性に応じて、電子的地理情報やドローン撮影
情報等を活用して、被災したとみられる地域と住戸の範囲を明示する。

③市町は、市町及び消防等、市町の関係機関に寄せられた安否不明者情報を
名簿に追加する。
④県及び市町は、住民基本台帳では確認できない安否不明者を把握するた
め、関係機関に対し、通報のあった安否不明者の情報を提供するよう依頼
する。
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⑤市町は、個人情報保護を要する者（公表しない場合に該当する者）を確認
し、該当者がいた場合は、名簿から除外する。

⑥市町は、市町職員のほか、被災したとみられる地域の自治会役員や近隣住
民等からの情報及び避難者（避難施設の入所者）の情報等に基づき、安否
が確認できている者を名簿から削除する。
⑦市町は、自らが把握した安否不明者と関係機関から情報提供のあった安
否不明者について、重複している者を確認した上で、重複者を市町の名簿
に掲載する。

⑧名簿掲載者については、家族等が公表を明らかに拒んでいる場合を除き、
同意は得ないこととしてやむを得ない（同意を得ることは作業上困難）。

⑨市町は、とりまとめた名簿を県に送付する。旅行者など市町を特定できな
い安否不明者については、県が関係機関から情報提供を受ける。

⑩発災から 48時間以内に、県は、市町から提供を受けた情報と関係機関か
ら提供を受けた情報の内容を精査・確認し、市町・関係機関と公表方法を
調整した上で、公表する。公表する対象者が多数で全員分の名簿を整備す
る時間的な余裕がない場合は、把握分から先行して順次公表する。

⑪なお、公表時期について、作業の進捗状況を見つつ、事前に概ねの日時と、
その時点の安否不明者数を公表する。これにより、積極的な情報提供を促
す。

９ 公表及び追加情報の受付方法

（１） 公表の方法

県及び市町が各ホームページに名簿を掲載するとともに、記者会見や資
料提供の方法により報道機関に情報提供する。
名簿の内容に変更・追加があった場合は、市町は内容を更新して県に送付

する。県は、関係機関についても同様に、情報提供を受ける。
県は更新後の名簿をホームページに掲載（差し替え）するとともに、報道
機関に資料提供する。

（２） 情報収集の方法

公表する際、県・市町・関係機関の安否情報受付先（窓口、電話番号、メ
ールアドレス等）を公示して、情報提供者の便に資するなど円滑な情報収
集・情報集約に努める。
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10 安否が確認できた場合の取扱い

氏名等の公表により安否（無事又は行方不明、死亡）が確認できた者につい
ては、安否の結果情報は公表せず、その都度、名簿から氏名等の情報を削除す
る。
無事の場合は、公表の目的に鑑み、無事であることを公表する必要はない。

（仮に公表するとした場合は、本人の同意を得る必要があるが、同意を得るこ
とに労力を費やすことで、優先すべき災害対応業務に支障をきたすため）。
死亡・行方不明の場合、その者の氏名等の公表は別に定める方針に基づいて

行う。
なお、安否情報の提供等に関する取扱いについては、公表とは別の対応とし

て、災害対策基本法第 86条の 15 の規定に留意する。

11 公表期間

公表後、概ね 1週間を経過しても安否不明の状況が継続し、行方不明者と
判断された場合には、安否不明者としての氏名等の公表は終了し、行方不明者
の氏名等の公表の取扱いに切り替える。
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【参考】

１ 関連法令等

(1) 静岡県個人情報保護条例（条例第 58 号）

ア 本人以外の者から個人情報を取得できる場合
第 6条（取得の制限）第 2項 第 3号
「人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき」

イ 実施機関が、利用目的以外の目的のために個人情報を利用、提供で
きる場合
第 11条（利用及び提供の制限）第 2項 第 4号
「（抜粋）本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益にな

るとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があ
るとき」。ただし、第 2項では「（抜粋）本人又は第三者の権利利益を
不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではな
い。」と規定。

(2) 災害対策基本法

第 86条の 15（安否情報の提供等）第 1項
「（抜粋）知事又は市町村長は、災害の被災者の安否に関する情報につい

て照会があったときは、回答することができる。」

２ 熱海市伊豆山土砂災害の事例

7 月５日早朝（災害発生から約 44時間後）、県が熱海市と協議し、安否不
明者の公表方針を決定。市、警察が該当者の名簿作成に着手。
被災したとみられる地域の住民の名簿作成に当たっては、住宅地図ではな

く、住民基本台帳を活用して、地番から住民を抽出して名簿を作成した。
その後、被災地域の町内会長等を市役所に呼んで安否情報を聞き取った。

併せて、市が住民基本台帳の閲覧制限等の情報を確認し、ドメスティックバ
イオレンス等による個人情報保護を要する者を特定した。
住民基本台帳からの抽出作業は数時間を要したが、膨大な作業にはならな

かった。
市が把握した住民基本台帳による名簿と警察が把握した通報情報による

名簿の照合作業については警察が行った。
名簿作成後の公表に当たっては、市は家族等の同意は取らなかった（同意
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を得ることを条件とすると、迅速な公表は困難）が、警察では、届出を受理
した者について、関係法令に基づき、届出人の意思等を確認した上で、公表
する氏名を県に提供した（警察情報は親族等からの届出によるものであり、
届出人の意思等を確認する必要があるほか、公表の妥当性について確認を必
要としたため）。
7月５日 20:30（災害発生から約 58時間後）、県が、市把握分 64名の氏名

等を公表。7月６日 13:15（約 74 時間後）、県と警察が共同で警察把握分５
名の氏名等を公表した。
公表後は、続々と安否情報が入り、7月 6 日までに 41 名の安否が判明し

た。市、警察が用意した受付用電話は混乱（輻輳）することはなく機能した。
市の名簿には２名の追加があり、安否不明者として氏名等が公表された者

は計 71 名となった。その後の安否判明により、行方不明となった被災者は
27名に特定された。

３ 事前準備（あらかじめの備え）

(1) 基本的事項

熱海市の事例では、公表をあらかじめ予定していなかったので、公表決
定後、手探りの作業となった。本方針において、手順や留意点も示してい
るので、それらを参考にし、安否不明者の氏名等公表の訓練を行うことが
求められる。
(2) 個別事項

ア 市町における個人情報保護の取扱いの確認

公表は県が主体的に行うものとするが、市町は、各々の個人情報保護
条例等の内容を確認する必要がある。
イ 安否情報受付用連絡先の設置

住民等からの安否情報連絡を受け付ける電話（番号・回線）やメール
アドレス等の連絡先を用意する必要がある。
ウ 大規模災害を想定した事前準備

南海トラフ地震等の大規模災害を想定した被災地域の住民名簿の作
成、安否不明者の抽出などの方法を検討する必要がある。
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災害時における行方不明者の氏名等の公表について（方針）

１ 公表の趣旨及び目的

安否不明者の氏名等を公表して概ね１週間を経過しても、安否情報が得ら
れない場合は、一時的に連絡が取れないのではなく、その者は被災した可能性
がきわめて高いことから、行方不明の状況にあると推定される。
効率的な捜索・救助活動を継続するため、安否不明者を行方不明者に切り替

えて、氏名等を公表する。
なお、災害によっては、安否不明者が存在せず、早期に行方不明者が特定さ

れることも想定されるが、この場合も捜索・救助活動の効率化につなげるため、
この方針に基づき、市町と調整の上、行方不明者の氏名等を公表する。

２ 行方不明者の定義

行方不明者とは「当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあ
る者」とする。
（消防庁災害報告取扱要領（平成 24年３月消防応第 49 号）による）

３ 公表主体

行方不明者の氏名等について、市町・関係機関（自衛隊・海上保安庁・警察
等）からの情報に基づいて、県が公表する。または、県と市町が共同で公表す
る。
（注）国の防災基本計画においては、人的被害の人数については、県が一元

的に集約することとなっており、氏名等公表についても、これを準拠し、
県が主体となって行うことを原則とする。

４ 公表する情報

(1) 公表する情報

個人情報保護を基本とした上で、氏名、住所（大字まで）、性別（住民基本
台帳記載の性別）とする。
年齢は原則として公表対象とせず、可能の場合に限って公表する。
（理由）住民基本台帳等の生年月日から年齢を計算する場合、業務の負担

が大きく、迅速な公表に支障をきたすおそれがあることによる。
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(2) 公表しない場合

ア 行方不明者の捜索場所が特定されているなど、公表が人命救助活動に
資することがないと判断される場合
イ ドメスティックバイオレンスやストーカー、児童虐待等の被害者など
の場合

ウ 本人の権利利益を不当に侵害するおそれが認められる場合
エ 家族等が公表を明らかに拒んでいる場合

５ 公表した情報の活用

公表した情報については、対象者の捜索活動や救助活動などの応急対策に
活用する。

６ 公表の時期・期間

安否不明者として概ね１週間が経過するなどの理由により行方不明者と判
断された時点から公表する。安否不明者としての公表がなかった場合は、行方
不明者と特定した時点で公表する。
所在が明らかになった場合は行方不明者としての公表は終了する。
行方不明が長期に及んだ場合、公表は、原則として、災害発生から３ヶ月以

内とする。（状況によって延長も可とする。）

７ 公表までの作業

安否不明者を公表した場合は、市町と協議の上、安否不明者名簿の表題を
「行方不明になられた方」に切り替えて行方不明者名簿とし、県のホームペー
ジで公表するとともに、報道機関に提供する。
安否不明者の公表がなかった場合、市町はその都度名簿を作成し、安否不明

者の公表作業に準じて行うものとする。この際、家族等の明確な拒否がないこ
とを確認する（災害対応等の業務負担が大きく、優先すべき災害対応事務に支
障をきたすため確認作業ができない場合を除く）。
市町は、行方不明者の情報を県に提供し、県は、その内容を精査・確認して

公表する。
市町を経由せず、関係機関から直接県に情報提供があった場合は、県は名簿

をを作成するなど、対象者を精査・確認して公表する。
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内容に変更があった場合は、随時、県は市町・関係機関から連絡を受け、名
簿を更新してホームページ及び報道機関に資料提供する。

８ 公表方法

県及び市町が各ホームページで氏名等（複数の場合は名簿）を掲載するとと
もに、記者会見や資料提供の方法により報道機関に情報提供する。
追加があった場合は、その都度、同様の方法により情報提供する。

９ 行方不明情報の収集・集約

行方不明者に関する情報の連絡先は、県・市町・関係機関の安否情報受付用
電話番号等をそのまま活用する。

10 所在が明らかになった場合の公表の可否

無事が確認できた者の情報は公表しないが、死亡の場合は、死亡者の氏名等
（複数の場合は名簿）の公表の取扱いによるものとする。
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【参考】

１ 関連法令等

(1) 防災基本計画（国）

第 2編 第 2章 第 2節
１ 災害情報の収集・連絡
（３）災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡

「（抜粋）人的被害の数（死者・行方不明者数をいう。）について
は、都道府県が一元的に集約、調整を行うものとする。都道府県は、
関係機関との連携のもと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁
へ報告するものとする。また、人的被害の数について広報を行う際
には、市町村等と密接に連携しながら適切に行うものとする。」

(2) 消防庁災害報告取扱要領（平成２４年３月消防応第４９号）

行方不明とは、「当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いの
あるもの」。また、次の場合で、死体が見つからないときは「行方不明者」
として計上する。
ア 戸籍法第 86条に基づく死亡届が提出されたもの
イ 戸籍法第 89条に基づく官公署から市町村長に報告があったもの
ウ 民法第 30条に基づく家庭裁判所による失踪宣告がされたもの
エ 災害弔慰金支給法第４条に基づく死亡推定
オ 警察において、当該災害で行方不明との相談・受理をしているもの
カ 住民からの情報提供等により市町村等において行方不明として知り
得たもののうち、死亡の疑いがあるもの

(3) 行方不明者発見活動に関する規則（平成21年12月国家公安委員会規則13号）

第 2条 第 1項
「行方不明者とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であ

って、第 6条第 1項の規定により届け出がなされたもの」

(4) 戸籍法

第 89条
「（抜粋）水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、

その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなけ
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ればならない。」

(5) 災害弔慰金の支給等に関する法律（法律第 82 号）

第４条（災害による死亡の推定）
「災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月

間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用につい
ては、その者は、当該災害によって死亡したものと推定する。」

(6) 静岡県個人情報保護条例（条例第 58 号）

ア 本人以外の者から個人情報を取得できる場合
第 6条（取得の制限）第 2項 第 3号
「人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき」

イ 実施機関が、利用目的以外の目的のために個人情報を利用、提供でき
る場合
第 11条（利用及び提供の制限）第 2項 第 4号
「（抜粋）本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になる
とき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があると
き」。ただし、第 2項では「（抜粋）本人又は第三者の権利利益を不当に
侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。」と規
定。
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災害による死亡者の氏名等の公表について（方針）

１ 趣旨

災害による死亡者の情報については、国の防災基本計画において、市町村・
関係機関が把握している人的被害の「人数」を都道府県が一元的に集約し、調
整を行うものとされているが、死亡者の「氏名等の公表」に関する法令や基準
は存在しない。
また、個人情報保護条例については、死者に適用される規定がない。
このため、県は、災害時における死亡者の氏名等の公表について方針を定め、

災害が発生した場合は、この方針に基づき、市町等と連携の上、災害による死
亡者の氏名等を公表する。

２ 公表の目的

災害による住民の死亡情報は、被災地域において、自主防災活動や連帯感・
コミュニティ維持の観点から重要であり、公表により地域住民の情報共有や
生活支援に資することとする。
また、安否不明者や行方不明者の氏名等を公表した場合は、住民に広く情報

提供を求める中、死亡者の氏名等についても、各不明者の情報と一体的・継続
的に公表することで、効率的で円滑な捜索活動や救出救助活動につなげる。
さらに、死亡者が多数の場合は、公表により死亡の事実を明確にし、情報管

理上の正確性を確保する。

３ 死亡者の定義

死亡者とは、「市町が、災害が原因で死亡したと認定した者」とする。
災害関連死として認定した者は、公表の対象とはしない。ただし、時期や人

数、原因等の状況によっては、公表の対象とする場合もある。
（参考）消防庁災害報告取扱要領；平成 24年３月消防応第 49 号

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認で
きないが死亡したことが確実な者

４ 公表主体

死亡者の氏名等について、市町・関係機関（自衛隊・海上保安庁・警察等）
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からの情報に基づいて、県が公表する。または、県と市町が共同で公表する。
（注）国の防災基本計画においては、人的被害の人数については、県が一元

的に集約することとなっており、氏名等公表についても、これを準拠し、
県が主体となって行うことを原則とする。

５ 公表する情報

（１）公表する情報

個人情報保護の考え方に準じ、かつ、遺族が承諾した範囲内で、氏名、住
所（大字まで）、性別（住民基本台帳記載の性別）、年齢を公表する。
なお、死亡確認日及び災害死亡認定日は名簿には掲載しないが、公表して
差し支えない。

（２）公表しない場合

ア 災害の規模や該当者の被災状況、人数などにより、明らかに公表の趣
旨・目的に適さない場合
イ ドメスティックバイオレンスやストーカー、児童虐待等の被害者で
ある場合

ウ 本人の権利利益が不当に侵害されるおそれが認められる場合
エ 遺族が公表を承諾しない場合

なお、遺族がいない場合又は遺族と連絡が取れない場合は、公表によ
って縁者が名乗り出る可能性があることを考慮し、公表する。

６ 公表した情報の活用

公表した情報については、安否不明者や行方不明者の把握・確認、捜索活動
や救出救助活動、被災者支援などの応急対策に活用する。

７ 公表の時期

市町が災害による死亡を認定した場合、その都度、公表する。
なお、公表は、原則として、災害発生から 3ヶ月以内とする。
災害発生から３ヶ月経過後に死亡が認定された場合は、その認定による氏

名等の公表から３ヶ月以内とする。
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８ 公表までの作業

心肺停止者が発見された後、医師による検案及び警察等による検視を行う。
その後、災害が原因で死亡したことを市町が認定する。なお、市町による災

害死亡認定の時点では、遺体の状態から死亡者が誰であるか特定できない場
合がある。
警察等による鑑定作業により死亡者の身元が判明した場合は、市町は遺族

に対し、氏名等の公表について承諾を得る。
市町は、死亡者の情報を県に提供（複数の場合は死亡者の名簿を作成して県

に送付）し、県は内容を精査・確認する。
県、または、県と市町が共同で死亡者を「亡くなられた方」として公表する。
なお、安否不明者・行方不明者の氏名等を公表しなかった場合、死亡者の氏

名等の公表については、災害の状況等に応じ、県と市町等が調整した上で個別
に検討し、是非を判断する。

９ 公表方法

県及び市町が各ホームページで氏名等（複数の場合は名簿）を掲載するとと
もに、記者会見や資料提供の方法により報道機関に情報提供する。
追加があった場合は、その都度、同様の方法により情報提供する。
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【参考】

１ 防災基本計画（国）

第 2編 第 2章 第 2節
１ 災害情報の収集・連絡
（３）災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡

「（抜粋）人的被害の数（死者・行方不明者数をいう。）については、
都道府県が一元的に集約、調整を行うものとする。都道府県は、関係
機関との連携のもと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告
するものとする。また、人的被害の数について広報を行う際には、市
町村等と密接に連携しながら適切に行うものとする。」

２ 死者の個人情報保護

個人情報保護条例（条例第 58号）による個人情報は、死亡者には適用さ
れない。ただし、遺族の個人情報は保護されなければならないことから、死
亡者の情報については、遺族の意思を尊重する必要がある。（県法務文書課）

３ 戸籍法

第 89 条
「（抜粋）水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、
その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなけ
ればならない。」
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